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第４章 一般政府および対家計民間非営利団体

関連項目の推計 
 

１．一般政府および政府サービス生産者関連項目の推計 

（１）一般政府および政府サービス生産者の範囲 
 いわゆる政府関係諸機関は、制度部門分類の観点からは、SNA 上公的部門である一

般政府になるもの、公的企業になるもの、また民間部門である民間企業になるもの、

対家計民間非営利団体になるものがある。 
 まず、公的部門と民間部門の区分として「所有・支配基準をみたしているかどうか」

が判断の基準となる。具体的に言えば、政府出資の状況、役員の任命権・認可権の状

況、経営方針の決定権の状況、政府代行業務の有無等の検討を行っている。 
 また、一般政府と公的企業の区分として「財・サービスの市場性の有無」が判断の

基準となる。具体的に言えば、金融資産の保有状況、業種・価格等の市場性の有無等

の検討を行っている。 
 以上の検討を行った結果、政府関係諸機関を表４－１のように分類している。 
 制度部門のひとつである一般政府は、政府サービス生産者の活動のみならず、産業

として活動を行うこともあるが、わが国の SNA の体系においては、一般政府と政府サ

ービス生産者の範囲は一致しているものとしている。 
 

（２）推計方法 
ａ．制度部門別推計方法 
（ａ）中央政府 

 一般会計および特別会計については決算書の目、独立行政法人等については財務

諸表の勘定項目をそれぞれ性質別・目的別・経済活動別に分類し集計することによ

り推計する。１つの目あるいは勘定項目で２つ以上の性質あるいは目的に該当する

ものは、基本的にその最もウェイトの大きいと判断される性質あるいは目的に分類

することとし、分割はしない（表４－２）。 
 独立行政法人等の総固定資本形成は、収入支出決算書が利用できないものについ

ては、貸借対照表の期末有形固定資産残高（土地を除く）から期首同残高を差し引

いたものに、当期の減価償却費を加えることにより推計する。 
 総固定資本形成に該当するもののうち用地費を含んでいると考えられるものにつ

いては、『建設業務統計年報』（国土交通省）の工事種別の用地費率を用いてこれを

控除し、総固定資本形成を推計する。 



第４章 一般政府および対家計民間非営利団体関連項目の推計 

 - 48 -

 93SNA においては、固定資本減耗について従来の建物分に加えて、道路、ダム、

防波堤などの資産についても計上することとなった。推計方法は建物分については

『財政金融統計月報（国有財産特集）』の建物価額に建物減価償却率を乗じて算定し

ており、道路、ダム、防波堤等の社会資本分については、部門ごとの新設投資額と

災害復旧費をもとに、定額法、残存価格ゼロとして、パーペチュアル・インベント

リー法（恒久棚卸法）により推計している。また、ソフトウエア分については、耐

用年数 5 年の定額法により推計している。 
（ｂ）地方政府 

 普通会計等については、『地方財政統計年報』（総務省）、下水道事業会計について

は、『地方公営企業年鑑』（総務省）に基づいて推計を行う。 
 『地方財政統計年報』には性質別と目的別のクロス表があるので、これを基に SNA
に則った性質別、目的別の分類を行い集計する。また経済活動別分類は目的別分類

を基準に行う（表４－２）。 
 下水道事業会計等については当該事業ごとに目的別、活動別に対応づけている。 
 なお、地方開発事業団は地方政府に含まれるが、活動の規模が小さくまた近年解

散の方向にあること等から推計を行っていない。 
 総固定資本形成を推計する上で控除すべき用地費については、『地方財政統計年

報』の「用地取得費の状況」等を使用している。 
 固定資本減耗については、建物分については『公共施設状況調査』（総務省）の建

物面積をもとに推計した建物価額に建物減価償却率を乗じることによって推計する。

道路、ダム、防波堤等の社会資本分については、中央政府と同様である。 
（ｃ）社会保障基金 

 国民年金、労働保険等の国の特別会計分については中央政府と同様の方法で推計

しており、国民健康保険事業会計（事業勘定）等の地方の公営事業会計に属するも

のは、『地方財政統計年報』等により推計している。 
 また、共済組合、基金等については当該団体の決算書等から推計している。 
 

ｂ．最終支出主体主義 
 例えば、地方政府が中央政府から２分の１の国庫補助金を受けて道路建設を行った

場合、これを総固定資本形成として計上するに当たって２つの方法がある。 

① 資金の出所にしたがって、２分の１は中央政府の総固定資本形成、他の２分の１

を地方政府の総固定資本形成として記録する。 

② 代金を建設業者に最終的に支払った主体の観点から、地方政府の総固定資本形成

として全額を計上する 

 前者を資金源泉主義、後者を最終支出主体主義とよんでいるが、SNA においては最

終支出主体主義をとっている。 
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表4-1　国民経済計算における政府諸機関の分類
平成18年3月末現在

対家計
民間非
営利サ
ービス
生産者

中央
政府

地方
政府

社会保
障基金

非金融 金融

中央政府

一般会計

公務員住宅賃貸 ○

その他の一般会計 ○

特別会計

＜企業特別会計＞

国有林野事業特別会計 国有林野事業勘定 ○

治山勘定 ○

＜保険事業特別会計＞

地震再保険特別会計 ○

厚生保険特別会計 ○

船員保険特別会計 ○

国民年金特別会計 ○

労働保険特別会計 ○

農業共済再保険特別会計 ○

森林保険特別会計 ○

漁船再保険及漁業共済保険特別会計 ○

貿易再保険特別会計 ○

＜公共事業特別会計＞

国営土地改良事業特別会計 ○

道路整備特別会計 ○

治水特別会計 ○

港湾整備特別会計 ○

空港整備特別会計 ○

＜行政的事業特別会計＞

登記特別会計 ○

特定国有財産整備特別会計 ○

国立高度専門医療センター特別会計 ○

食糧管理特別会計 ○

農業経営基盤強化措置特別会計 ○

特許特別会計 ○

自動車損害賠償保障事業特別会計 ○

自動車検査登録特別会計 ○

＜融資事業特別会計＞

産業投資特別会計 ○

都市開発資金融通特別会計 ○

＜資金運用特別会計＞

財政融資資金特別会計 ○

外国為替資金特別会計 ○

＜整理区分特別会計＞

交付税及び譲与税配付金特別会計 ○

国債整理基金特別会計 ○

＜その他＞

電源開発促進対策特別会計 ○

石油及びエネルギ－需給構造高度化対策特別会計 ○

地方政府

普通会計

学校給食 ○

清掃事業 ○

住宅事業 ○

造林事業 ○

学校教育 ○

社会教育 ○

教育訓練機関 ○

地方政府研究機関 ○

保健衛生 ○

政府サービス生産者 産業

民間
産業
扱い

対家計
民間
非営利
団体

公的企業一般政府
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対家計
民間非
営利サ
ービス
生産者

中央
政府

地方
政府

社会保
障基金

非金融 金融

社会福祉 ○

港湾管理 ○

空港管理 ○

失業者就労事業 ○

公務員住宅賃貸 ○

一部事務組合 ○

その他の普通会計 ○

公営事業会計

＜地方公営企業＞

上水道・簡易水道事業 ○

工業用水道事業 ○

交通事業 ○

電気事業 ○

ガス事業 ○

病院事業 ○

下水道事業 ○

港湾整備事業 ○

市場事業 ○

と畜場事業 ○

観光施設事業 ○

宅地造成事業 ○

有料道路事業 ○

駐車場整備事業 ○

介護サービス事業 ○

その他事業 ○

＜その他の事業＞

収益事業（競艇、競馬、宝くじ等） ○

交通災害共済事業 ○

農業共済事業 ○

公立大学付属病院事業 ○

国民健康保険事業 事業勘定 ○

直診勘定 ○

老人保健医療事業 ○

介護保険事業 保険事業勘定 ○

介護サービス事業勘定 ○

公益質屋事業 ○

公社

住宅供給公社 ○

土地開発公社 ○

地方道路公社 ○

地方駐車場公社 ○

その他の会計

財産区 ○

地方開発事業団 ○

港務局 ○

特殊法人

公社

日本郵政公社 郵便業務 ○

郵便貯金業務 ○

簡易生命保険業務 ○

事業団

日本私立学校振興・共済事業団 給付経理 ○

その他 ○

公庫

住宅金融公庫 ○

農林漁業金融公庫 ○

政府サービス生産者 産業

民間
産業
扱い

対家計
民間
非営利
団体

公的企業一般政府
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対家計
民間非
営利サ
ービス
生産者

中央
政府

地方
政府

社会保
障基金

非金融 金融

中小企業金融公庫 ○

公営企業金融公庫 ○

沖縄振興開発金融公庫 ○

国民生活金融公庫 ○

金庫・特殊銀行

国際協力銀行 ○

日本政策投資銀行 ○

商工組合中央金庫 ○

特殊会社

日本たばこ産業株式会社 ○

日本電信電話株式会社 ○

東日本電信電話株式会社 ○

西日本電信電話株式会社 ○

北海道旅客鉄道株式会社 ○

四国旅客鉄道株式会社 ○

九州旅客鉄道株式会社 ○

日本貨物鉄道株式会社 ○

東京地下鉄株式会社 ○

関西国際空港株式会社 ○

成田国際空港株式会社 ○

東日本高速道路株式会社 ○

中日本高速道路株式会社 ○

西日本高速道路株式会社 ○

首都高速道路株式会社 ○

阪神高速道路株式会社 ○

本州四国連絡高速道路株式会社 ○

日本環境安全事業株式会社 ○

日本郵政株式会社 ○

その他の特殊法人

＜基金＞

年金資金運用基金 厚生年金勘定 ○

国民年金勘定 ○

総合勘定 ○

承継資金運用勘定 ○

承継一般勘定 ○

消防団員等公務災害補償等共済基金 ○

社会保険診療報酬支払基金 ○

＜その他＞

日本放送協会 ○

日本中央競馬会 ○

地方競馬全国協会 ○

日本自転車振興会 ○

日本小型自動車振興会 ○

日本船舶振興会 ○

農林漁業団体職員共済組合 給付経理 ○

その他 ○

認可法人

銀行

日本銀行 ○

地方共同法人

日本下水道事業団 ○

基金

地方公務員災害補償基金 ○

エヌ・ティ・ティ厚生年金基金 長期経理 ○

年金経理 ○

その他 ○

政府サービス生産者 産業

民間
産業
扱い

対家計
民間
非営利
団体

公的企業一般政府
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対家計
民間非
営利サ
ービス
生産者

中央
政府

地方
政府

社会保
障基金

非金融 金融

機構

総合研究開発機構 ○

預金保険機構 ○

農水産業協同組合貯金保険機構 ○

共済組合

国家公務員共済組合・同連合会 給付経理 ○

宿泊、医療経理 ○

その他 ○

地方公務員共済組合・同連合会 給付経理 ○

宿泊、医療経理 ○

その他 ○

警察共済組合 給付経理 ○

宿泊、医療経理 ○

その他 ○

公立学校共済組合 給付経理 ○

宿泊、医療経理 ○

その他 ○

地方議会議員共済会 給付経理 ○

業務経理 ○

日本たばこ産業共済組合 長期経理 ○

業務経理 ○

日本鉄道共済組合 長期経理 ○

業務経理 ○

その他

日本赤十字社 医療分 ○

福祉分 ○

その他

健康保険組合・同連合会 給付経理 ○

その他 ○

国民健康保険組合・同連合会 給付経理 ○

医療、施設経理 ○

その他 ○

独立行政法人

＜内閣府＞

国立公文書館 ○

駐留軍等労働者労務管理機構 ○

国民生活センター ○

北方領土問題対策協会 ○

沖縄科学技術研究基盤整備機構 ○

＜総務省＞

情報通信研究機構 ○

消防研究所 ○

統計センター ○

平和祈念事業特別基金 ○

＜外務省＞

国際協力機構 ○

国際交流基金 ○

＜財務省＞

酒類総合研究所 ○

造幣局 ○

国立印刷局 ○

通関情報処理センター ○

日本万国博覧会記念機構 ○

＜文部科学省＞

国立特殊教育総合研究所 ○

大学入試センター ○

政府サービス生産者 産業

民間
産業
扱い

対家計
民間
非営利
団体

公的企業一般政府
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対家計
民間非
営利サ
ービス
生産者

中央
政府

地方
政府

社会保
障基金

非金融 金融

国立オリンピック記念青少年総合センター ○

国立女性教育会館 ○

国立青年の家 ○

国立少年自然の家 ○

国立国語研究所 ○

国立科学博物館 ○

物質・材料研究機構 ○

防災科学技術研究所 ○

放射線医学総合研究所 ○

国立美術館 ○

国立博物館 ○

文化財研究所 ○

教員研修センター ○

科学技術振興機構 ○

日本学術振興会 ○

理化学研究所 ○

宇宙航空研究開発機構 ○

日本スポーツ振興センター ○

日本芸術文化振興会 国立劇場区分 ○

基金区分 ○

日本学生支援機構 ○

海洋研究開発機構 ○

国立高等専門学校機構 ○

大学評価・学位授与機構 ○

国立大学財務・経営センター ○

メディア教育開発センター ○

日本原子力研究開発機構 ○

＜厚生労働省＞

国立健康・栄養研究所 ○

産業安全研究所 ○

産業医学総合研究所 ○

勤労者退職金共済機構 ○

高齢・障害者雇用支援機構 ○

福祉医療機構 ○

国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 ○

労働政策研究・研修機構 ○

雇用・能力開発機構 ○

労働者健康福祉機構 ○

国立病院機構 ○

医薬品医療機器総合機構 ○

医薬基盤研究所 ○

年金・健康保険福祉施設整理機構 ○

＜農林水産省＞

農林水産消費技術センター ○

種苗管理センター ○

家畜改良センター ○

肥飼料検査所 ○

農薬検査所 ○

農業者大学校 ○

林木育種センター ○

さけ・ます資源管理センター ○

水産大学校 ○

農業・生物系特定産業技術研究機構 ○

農業生物資源研究所 ○

農業環境技術研究所 ○

農業工学研究所 ○

政府サービス生産者 産業

民間
産業
扱い

対家計
民間
非営利
団体

公的企業一般政府
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対家計
民間非
営利サ
ービス
生産者

中央
政府

地方
政府

社会保
障基金

非金融 金融

食品総合研究所 ○

国際農林水産業研究センター ○

森林総合研究所 ○

水産総合研究センター ○

農畜産業振興機構 ○

農業者年金基金 特例付加年金勘定 ○

農業者老齢年金等勘定 ○

旧年金勘定 ○

農地売買貸借等勘定 ○

農林漁業信用基金 ○

緑資源機構 ○

＜経済産業省＞

経済産業研究所 ○

工業所有権情報・研修館 ○

日本貿易保険 ○

産業技術総合研究所 ○

製品評価技術基盤機構 ○

新エネルギー・産業技術総合開発機構 電源利用勘定 ○

石油及びエネルギー需給構造高度化勘定 ○

特定アルコール販売勘定 ○

アルコール製造勘定 ○

一般アルコール販売勘定 ○

その他 ○

日本貿易振興機構 ○

原子力安全基盤機構 ○

情報処理推進機構 ○

石油天然ガス・金属鉱物資源機構 ○

中小企業基盤整備機構 一般勘定 ○

産業基盤整備勘定 ○

施設整備等勘定 ○

小規模企業共済勘定 ○

中小企業倒産防止勘定 ○

工業再配置等業務特別勘定 ○

産炭地域経過業務特別勘定 ○

出資承継勘定 ○

＜国土交通省＞

土木研究所 ○

建築研究所 ○

交通安全環境研究所 ○

海上技術安全研究所 ○

港湾空港技術研究所 ○

電子航法研究所 ○

北海道開発土木研究所 ○

海技大学校 ○

航海訓練所 ○

海員学校 ○

航空大学校 ○

自動車検査 ○

鉄道建設・運輸施設整備支援機構 助成勘定 ○

その他 ○

国際観光振興機構 ○

水資源機構 ○

自動車事故対策機構 ○

空港周辺整備機構 ○

海上災害防止センター ○

都市再生機構 ○

政府サービス生産者 産業

民間
産業
扱い

対家計
民間
非営利
団体

公的企業一般政府
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対家計
民間非
営利サ
ービス
生産者

中央
政府

地方
政府

社会保
障基金

非金融 金融

奄美群島振興開発基金 ○

日本高速道路保有・債務返済機構 ○

＜環境省＞

国立環境研究所 ○

環境再生保全機構 ○

国立大学法人

国立大学法人(87法人) ○

附属病院(43法人) ○

大学共同利用機関法人(4法人） ○

地方独立行政法人

公立大学法人(7法人) ○

附属病院(1法人) ○

政府サービス生産者 産業

民間
産業
扱い

対家計
民間
非営利
団体

公的企業一般政府

 

 
表４－２ 政府の性質別・目的別・経済活動別分類例 

 
１ 政府の目的別・経済活動別分類 
 
 ａ．目的別分類 

１ 一般公共サービス 
２ 防衛 
３ 公共の秩序・安全 
４ 経済業務 
５ 環境保護 
６ 住宅・地域アメニティ 
７ 保健 
８ 娯楽・文化・宗教 
９ 教育 
10 社会保護 

 
 ｂ．政府サービス生産者経済活動別分類 

  中 分 類   小 分 類 
電気・ガス・水道業 下水道 

廃棄物処理 
サービス業 教育 

学術研究機関 
公務 公務 
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２ 実際の区分例 
 ａ．中央政府（国の決算書） 

 （所管）文部科学省 
   （組織）文部科学本省 
     （項）文部科学本省 
       （目）職員基本給 → 性  質  雇用者報酬 
                  目  的  教   育 
                  経済活動  サービス業・教育 

 
 ｂ．地方政府（地方財政統計年報 2-5-1 表） 

 （性質）物 件 費      → 性  質  中間投入 
 （目的）民生費・老人福祉費  → 目  的  社会保護 
                  経済活動  公  務        
 

２．対家計民間非営利団体および対家計民間非営利サービス生産者関連項目の

推計 

（１）対家計民間非営利団体および対家計民間非営利サービス生産者の範囲 
ａ．対家計民間非営利団体の範囲 
 民間非営利団体を事業形態別に分けると、「対家計民間非営利団体」と「対企業民間

非営利団体」とに分けることができる。対企業民間非営利団体は SNA では産業に含ま

れ、対家計民間非営利団体のみ別途推計を行っている。 
 民間非営利団体の範囲は、経営組織別にとらえると、個人、会社、国、公共企業体

および地方公共団体である事業所を除いたもの、すなわち、「会社でない法人」および

「法人でない団体」である。 
 このうち対家計民間非営利団体の範囲は、労働組合、政党、宗教団体などの他に、

私立学校の全てである。団体の性格としては、「他の方法では効率的に提供し得ない社

会的・公共的サービスを、利益追求を旨とすることなく家計に提供する団体」で、家

計にサービスを売る場合でも代金は通常、生産コストを完全にカバーし得ず、その活

動は原則として、会員からの会費徴収や、個人・企業・政府からの寄付・助成金、お

よび財産所得によってまかなわれている。 
 日本標準産業分類でみると、（７５１）社会保険事業団体、（７５３）児童福祉事業、

（７５４）老人福祉・介護事業（訪問介護事業を除く）、（７５５）障害者福祉事業、（７

５９）その他の社会保険・社会福祉・介護事業、（７６）学校教育（うち私立）、（７７

１）社会教育、（８１）学術・開発研究機関（うち私立）、（９２）宗教、（９１２）労
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働団体、（９１３）学術・文化団体、（９１４）政治団体、（９１９）他に分類されない

非営利的団体、（９３１）集会場が該当する。 
なお、（８４）娯楽業もその対象に入るべきものがあると思われるが、経営組織別に

みると、民間非営利団体とみなされるものの数が僅少であるため除外している。 
 

ｂ．対家計民間非営利サービス者の範囲 
 対家計民間非営利団体は、対家計民間非営利サービス生産者としての活動だけでな

く、副次的に「産業としての活動」である収益事業（例えば、住宅の所有・賃貸、食

堂や飲食店の経営、会員・一般向け小売店の経営など）を行っている場合があるが、

推計の便宜上、対家計民間非営利団体は、対家計民間非営利サービス生産者としての

活動のみを行うと考え、この副次的な部分を含まないかたちで推計を行っている。 
 このことにより、SNA 上の対家計民間非営利団体と対家計民間非営利サービス生産

者の範囲は完全に一致している。 
 

（２）推計方法 
対家計民間非営利団体の推計方法は、団体の活動目的別に「教育」と「その他」の

２部門に分け、それぞれの活動部門別に推計している。 
 

ａ．活動目的別分類「教育」の推計 
活動目的別分類「教育」は、日本標準産業分類（７６）学校教育（私立学校ただし

付属病院を除く）および（７７１）社会教育からなっている。 
 

（ａ）私立学校教育の推計方法 
 平成 9 年度までは『私立学校の財務状況に関する調査』（旧文部省）を基礎資料と

して推計を行った。この調査は文部大臣所轄及び都道府県知事所轄学校法人が対象

となっており、そのなかには私立学校の付属病院及び、本来民間非営利団体ではな

い「個人立」（家計に含まれる）の学校も含まれている。 
このうち付属病院分については、産業である医療業に含まれるべきものであり、

基礎資料上分離可能のため推計から除外しているが、個人立学校分については分離

することが困難なため推計値の中に含まれている。 
 また、平成 10 年度からは上記の調査が廃止となったため、『今日の私学財政』（日

本私立学校振興・共済事業団）を基礎資料として推計している。この調査結果には

附属病院分は含まれていないが、個人立学校分は旧文部省の調査同様、調査対象と

なっている。個人立学校分については従来同様分離が困難なため、推計値の中に含

まれている。 
 私立学校についての基礎資料は確報推計時には間に合わないため、確々報時に推
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計に使用している。確報時の推計方法については、確々報値に、対前年度比の平均

（過去３年分）『学校基本調査』（文部科学省）の私立学校教職員数および、『毎月勤

労統計調査』（厚生労働省）の賃金指数の伸び率を用いて延長推計している。 
（ｂ）社会教育の推計方法 

 『民間非営利団体実態調査』（内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部）の調査

結果から無形固定資産を除外したものを基礎資料とし、産業別の収入、消費支出、

投資支出の各項目を組替え、推計している。（組み換え方法については表４－３を参

照。） 
 

ｂ．活動目的別分類「その他」の推計 
 活動目的別分類「その他」は、日本標準産業分類の（７５１）社会保険事業団体、（７

５３）児童福祉事業、（７５４）老人福祉・介護事業（訪問介護事業を除く）、（７５５）

障害者福祉事業、（７５９）その他の社会保険・社会福祉・介護事業、（９１２）労働

団体、（９１３）学術・文化団体、（９１４）政治団体、（９１９）他に分類されない非

営利的団体、（９２）宗教、（９３１）集会場からなる。 
（ａ）政治団体の推計方法 

 政治団体は昭和 49 年以降『民間非営利団体実態調査』の対象外となったため、現

在は『政治資金収支報告書』（総務省）から収入、支出総額を把握し、支出額につい

ては内訳がないため『民間非営利団体実態調査』の昭和 45～48 年度の政治団体分平

均の支出項目のウェイトで分割している。 
（ｂ）政治団体以外の「その他」に係る推計 

 『民間非営利団体実態調査』を基礎資料としている。この調査より得られる産業

別の収入、消費支出、投資支出の各項目を組替えて推計している。（組み換え方法に

ついては表４－３を参照） 
 
ｃ．年度値の暦年転換方法 
 対家計民間非営利団体の推計は年度計数の基礎資料により推計を行うため、推計で

当初求められる値も年度値となる。この年度値を四半期分割し暦年値も求めるが、そ

の四半期分割比率は、雇用者報酬に関しては「教育」、「その他」ともに『毎月勤労統

計調査報告（全国調査）』の教育、社会保険・福祉、サービス業の賃金指数を、「教育」

の家計最終消費支出に関しては、『家計調査』（総務省）の私立学校授業料を用い、他

の計数については４分の１分割で四半期値を推計している。 
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表４－３　民間非営利団体実態調査項目と非営利推計項目との対応

勘  定 実態調査該当項目

仕入原価
消耗品費
光熱水道料

中間投入 (A) 印刷・製本費
国内総生産 地代・家賃・賃借料
勘定(支出側) その他の事業経費

在庫(控除)
雇用者報酬 (B) 人件費

付加価値 固定資本減耗 (C) 減価償却費
生産・輸入品に課される税 (D) 租税・公課

(生産額) 計 (E)=(B)+(C)+(D)
産 出 額 (F)=(A)+(E)

中間需要 (G)
家計最終消費 (H) 事業収入

(I)=(F)-（(G)+(H)）

投資支出
在庫(控除)

 財産所得(支払) (K) 支払利息
 社会扶助給付 (L) 移転的支出
制度部門別 利子収入
所得支出勘定 (M) 配当収入
(一部) 賃貸料収入

民間非営利団体への経常移転 (N) 会費等の移転的収入
貯蓄 (O)=（(M)+(N)）-（(I)+(K)+(L)）

財産所得(受取)

制度部門別
所得支出勘定

制度部門別
資本調達勘定

対家計民間非営利団体
最終消費支出

推 計 項 目

家計現実最終消費

総固定資本形成 (J)

 


